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五 領 地 区 防 災 会 規 約 

（目的） 

第１条 本会は、五領地区コミュニティにおける住民等が、連帯共同の精神に基づく

自主的な防災活動を行うことにより、災害情報の収集伝達、各自治会の活動支援、

避難所開設時の市との協働等の役割を担い、地震・風水害その他の災害による被害

の防止及び軽減を図ることを目的とする。 

 

 （名称） 

第２条 本会は、五領地区防災会と称する。 

 

 （活動拠点） 

第３条 本会の活動拠点は、五領公民館（高槻市五領町 11番 6号）に置く。 

 

 （事業） 

第４条 本会は、第１条に規定している目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

（１） 情報収集伝達体制の整備に関すること。 

（２） 情報収集伝達資機材の整備に関すること。 

（３） 災害時における情報収集伝達に関すること。 

（４） 他組織との連携に関すること。 

（５） 避難所運営に関すること。 

（６） その他、本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。 

 

 （会員） 

第５条 本会は、五領地区コミュニティ内における居住世帯及び次に掲げる団体をも

って構成する。 

（１） 五領地区連合自治会 

（２） 五領地区青少年健全育成協議会 

（３） 高槻市民生委員児童委員協議会 五領地区委員会 

（４） 高槻市民生委員児童委員協議会 上牧地区委員会 

（５） 高槻市社会福祉協議会 五領地区福祉委員会 

（６） 高槻市警察署管内 防犯協議会 五領支部 

２ 防災委員は、次の（１）、（２）、（３）、（４）をもって構成する。 

（１） 五領地区連合自治会役員（会長、副会長、事務局長、会計） 

（２） 五領地区連合自治会加入の単位自治会より推薦を受けた者 

（３） 加入団体代表者 

（４） 役員より推薦を受け、防災活動等を支援する者 
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 （役員） 

第６条 本会に、次の役員を置く。ただし、五領地区連合自治会役員及び加入団体代

表者で役員を構成する。会計は五領地区連合自治会 会計が兼務する。 

（１） 会長  １名   

（２） 副会長 ２名   

（３） 書記  １名   

（４） 会計  １名   

（５） 顧問  数名   

２ 役員は、防災委員の過半数の承認を得るものとする。 

３ 役員の任期は１年とし、再任は妨げない。 

 

 （役員の任務） 

第７条 会長は本会を代表し、防災に関わる活動を統括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 書記は、会務を記録し、本会の内外への連絡・広報などを行う。 

４ 会計は、本会の出納事務を処理し、会計に必要な書類を管理する。 

５ 顧問は、役員会の構成員となり、会務の運営にあたる。 

 

 （会議） 

第８条 本会に、定例会及び役員会を置く。 

 

 （定例会） 

第９条 定例会は、全防災委員をもって構成する。 

２ 定例会は毎年６月に第１回目会議を開催し、役員を選出する。定例会は年４回程

度実施する。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催することができる。 

３ 定例会は、役員会で開催日を決定し、会長が招集する。 

４ 定例会は、次の事項を審議する。 

（１） 規約の改正に関すること。 

（２） 事業計画及び実施報告に関すること。 

（３） 予算及び決算に関すること。 

（４） その他、会長が特に必要と認めたこと。 

 

 （役員会） 

第１０条 役員会は、会長・副会長・書記・会計及び顧問をもって構成する。 

２ 役員会は、次の事項を審議し、実施する。 

 （１） 定例会に提出すべきこと。 

 （２） 定例会において委任されたこと。 

 （３） その他、会長が特に必要と認めたこと。 
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 （年度） 

第１１条 本会の会計を含む運営年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日とする。 

 但し、新年度の防災委員、役員が決定されるまでの期間は、前年度の防災委員、役

員が代行し、運営にあたるものとし、重要事項については定例会にて報告、承認を

得るものとする。 

 

 （経費） 

第１２条 本会の運営に要する経費は、五領地区連合自治会の会費その他の収入をも

ってあてる。 

 会計処理は五領地区連合自治会の会計にて行うものとする。 

 

 （規約の改廃） 

第１３条 この規約の改廃は、定例会において防災委員の２分の１以上の賛成を必要

とする。 

 

 附 則 

  この規約は、平成３１年１月１日から施行する。 

 

 [規約改定履歴] 

 令和４年６月１１日 改定 施行 

 令和５年６月１０日 改定 施行 

 


